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冷戦終結がもたらしたもの (下 )… 07大綱と日米安保の再定義

朝鮮半島危機とミサイル防衛

冷戦終結後、米国は世界に展開する前方展開戦力の削減に着手しました。削減は

欧州のみならずアジア太平洋地域にも及び、中国・北朝鮮など冷戦の残滓を抱えるア

ジア諸国の間では米軍のプレゼンスの行方に大きな関心が集まりました。そうした背景

の中で勃発したのがいわゆる北朝鮮の第一次核危機でした。

1993年 (平成 5年 )3月 に北朝鮮が NPT脱退を宣言すると、防衛庁と米国防省と

の間で朝鮮半島有事への対応に関する協議がにわかに活発化し、衝突が発生した場

合の対米支援措置について急ピッチで議論が進められました。また、日本政府の内部

でも、半島からの邦人の避難要領や半島から日本へ向かう難民への対応要領などに

ついて検討が進められました。

さらに、北朝鮮の核とミサイルに対する脅威感が高まったのに合わせて、当時米国

で開発が進められていた戦域ミサイル防衛システム(TMD)について米側から共同研

究が打診されました。当初、我々事務方の間では、超音速で飛来する弾道ミサイルを

直撃して破壊するというコンセプトが技術的に可能なのか疑間が拭えなかったこと、仮

に技術的に実現可能でも装備化するまでには巨額の経費を要すると予想されること、

米国に向けて発射されたミサイルを迎撃した場合に集団的 自衛権行使に当たるとの

懸念があること等の疑念が生じ、なかなか前向きな雰囲気にはなれませんでした。しか

し、当時の事務次官へそうした消極的なラインで中間報告をしたところ、「君らはなぜ

そんなにしり込みするんだっ」と一喝されました。次官に「北朝鮮のミサイルは我が国に

対する明確な脅威だ。それに対応する方策は今の段階では弾道ミサイル防衛しかな

いんだろ ?我が国の防衛のためにそれ以外に方法がないならやるしかないじゃない

か。なのに何でためらうんだっ?Jと問い詰められ、私は何も答えられませんでした。

反省を込めて当時の自分の対応を振り返るならば、冷戦構造下では日本が侵略さ

れるような事態はそう簡単には起きないという感覚が染み付いてしまい、長いものに巻

かれてもそんなに困つた事にはならない、だから新しいものには慎重に対応するという

パターンに慣れてしまっていたのだと思います。よく細部を詰めないで新しいものに飛

びつくのもどうかとは思いますが、慎重になり過ぎて必要なことも前に進めようとしない

のはやはり本末転倒と言わざるを得ません。いずれにせよ、次官の叱責を機に、ミサイ

ル防衛システムの導入に向けた動きはようやく前に進み始めることとなりました。

朝鮮半島を巡る情勢は、翌 1994年 (平成 6年)6月 にカーター元米国大統領が訪

朝して金 日成と直接会談し、これを受けて同年 10月 に米朝枠組み合意が署名される

に至り、ようやく落ち着きを取り戻しました。一連の対応を通じて、朝鮮半島で不測の



事態が発生した場合に日米間でどのように役害1を分担 tンて対処するのか、自衛隊はど

のように米軍を支援すべきか等といった具体的なプランも法的枠組み1)不備であること

が明確になりました。これを機に、冷戦後の不透明・不確実な状況に対応するため、

日米安保体制の信頼性と実効性を高めるための措置が進めC,れることとなりました。

転機となつた平成 7年

翌 1995年 (平成 7年 )は、国民の安全を脅かす大きな事案が相次いで発生し、我

が国の防衛政策、危機管理政策に大きな転換をもたらした年でした。

まず、1月 17日 には 6千人を超える犠牲者を出した阪神淡路大震災が発生しまし

た。早朝の TVニュースで高速道路の高架が任1壊している衝撃的な映像が流されるの

を見て、私は言葉を失いました。発災直後から防衛庁の内局も対応に当たりましたが、

災害派遣を担当していた防衛局運用課はもともと人数が少なかったため膨大な業務

の処理に手が回らず、局内の他課から応援要員を得て仕事に当たりました。この災害

に対して自衛隊は延べ約 220万人、車両約 34万台、航空機約 1万 3千機、艦艇約

680隻を派遣して大規模な救援活動を行い、その組織力と自己完結的な活動能力に

対する評価が高まりましたが、他方で初動段階での地元 自治体との連携について課

題を残しました。また、当時の政府の危機管理体制は甚だ′いもとないもので、現地の

状況把握や政府としての対応に手間取り、厳しい批判を浴びました。

次いで 3月 20日 の朝、オウム真埋教による地下鉄サリン事件が発生しました。当時

防衛政策課に勤務していた私は、この事件も朝のニュースで発生を知りました。臨時

ニュースの映像で都内の地下鉄の駅に救急車がたくさん集まっているのを見て、何か

とても禍々しいことが起きているという印象を受けました。出勤後、実は事件の少し前

に警察から運用課へ事件に関連する連絡が入つており、どうも化学兵器らしいというこ

とを知らされて愕然としました。事件が発生したのは午前 8時 i凸ぎでしたが、これは官

庁の出勤時間帯を狙つたものだつたということが後から判明しました。サリンが撒かれ

た路線のうち特に千代田線と日比谷線はたくさんの防衛庁職員が利用しており、出勤

と重なつてしまった多くの職員が被害を受けました。カルト教団が自ら製造した化学剤

サリンを用いて一般人を無差別に殺傷するという未曽有のテロ事件でしたが、自分も

含めた不特定多数の人間がむき出しの悪意にさらされているという何とも言えない不

気味な緊張を感じました。この事件で自衛隊は、警察などに協力してテロの原因物質

の特定や汚染された地下鉄車両の除染などに活躍し、特殊武器の知見や対応ノウハ

ウなど自衛隊の有する幅広い能力が脚光を浴びることとなりました。

その後、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件への対応の反省から多くの組織改編

や制度改正が行われ、自衛隊のみならず政府全体としての危機管理体制の整備が急

速に進められることとなりました。また、両事案で活躍した自衛隊に対する国民の信頼

感と期待感は増大し、自然災害や大規模事故などが発生するたびに自衛隊の活動を



求める声が高まって行きました。こうした国民の声は、国連 PKO参加などを契機とする
「存在する自衛隊から働く(活動する)自 衛隊へ Jという変化を加速することとなりました。

この頃の防衛政策課は、安全保障・防衛政策の変わり日だつたことを受けて多種多

様な仕事を担当していました。以前からの主要業務だつた日米間の政策協議の頻度

と密度が飛躍的に増した上、PKO派遣や防衛交流・安保対話などの信頼醸成措置ヘ

の取り組み、軍備管理・軍縮努力への協力、ミサイル防衛システムの検討などの新た

な業務が日白押しでした。しかも私が担当していた 51大綱の見直し作業には、それわ

の新しい業務の方向性がすべて流れ込んできていました。

大綱見直し作業について言えば、前年に出された防衛問題懇談会の最終報告を

庁内や政府内で調整して新たな大綱の文言に落とし込んでいくのは骨が折れました。

さらに、これに関連して日米協議に陪席させられることもありました。前の連載で触れ

た情報本部設立準備のための弥次喜多道中の後ではありましたが、私の英語能力は

依然として芳しくなく、協議に陪席しても貢献できないうえ、随行者の大事な仕事であ

る公電の起案は私よりはるかに英語能力が高く通訳も兼ねていた後輩に任せきりでし

た。正直なところ、この時期の日米協議は重荷で、多大なストレスを感じていました。

そんな日々を送りながら、ふと気がつくと1986年 (日召和 61年)に運用課に配属され

たのを振り出しに調査第 1課、計画課 (1日 計画官室)、 そして防衛政策課と同じ局内を

渡り歩いて 9年 目を終えようとしていました。今も昔もこの局にはやりがいのある仕事が

たくさんありますが、同時に心身のストレスも生半可なものではありません。51大綱の

見直し作業もあと一息の所まで来てはいましたが、4年間も続けてきたことで新たな発

想も尽きた感じがしていました。今思えば、「ガス欠状態」だつたのだと思います。この

年の夏頃には、そのことを周囲に対しても口に出すようになっていました。周囲も上司

も私の煮詰まつた状況に配慮してくれて、8月 についに防衛政策局を離れることとなり

ました。新たに任ぜられたのは防衛庁長官秘書官という全く未知のポストでした。こうし

て平成 7年は私個人にとっても大きな転機となったのですが、この年はまだ終わりでは

ありませんでした。

秘書官に任ぜられて一か月も経たない 9月 4日 、沖縄駐留海兵隊等に所属する 3

人の米軍兵士による少女暴行事件が発生しました。このおぞましい事件は、戦後長ら

く沖縄に課せられてきた米軍基地負担という同盟の負の側面をクローズアップすること

となりました。この事件を契機に、地位協定の見直し要求、さらには冷戦後における海

兵隊の沖縄駐留の必要性そのものに対する疑間の声が高まりました。

実は、この年の 2月 に米国防省は通称「ナイ・イニシアティヴJと呼ばれた「東アジア

戦略報告 (EASR)」 を発表し、冷戦後においても東アジアに 10万人の米兵を維持する

としてアジア地域へのコミットメントの継続を宣言していました。この報告は、北朝鮮の

第 1次核危機に直面した日本や韓国に一定の安心感をもたらす効果がありましたが、

基地負担に苦しむ沖縄県にとっては米軍基地の固定化。永続化につながる恐れを感



じさせるものでした。米兵少女暴行事件はこうした懸念を増幅し、一気に反基地運動

が盛り上がる結果につながりました。

これを受けて 9月 28日 には、沖縄県知事が米軍用地の使用に係る代理署名を拒

否し、事態は国と沖縄県との全面的な対決の様相を呈しました。政府は米軍用地の使

用権原を確保すべく機関委任事務に係る職務執行命令訴訟の手続きを進めながら、

基地負担軽減のため米国との間で SACO(沖縄に関する特別行動委員会)を設置し

て沖縄県所在基地の返還協議を開始しました。

このように、大規模災害や特殊な事件。事故に係る自衛隊への期待の高まり、朝鮮

半島情勢の不透明化と日米同盟強化に向けた動き、沖縄県における切実な米軍基

地負担軽減の要望などが交差する中で、この年 11月 28日 に 51大綱に代わる新た

な防衛計画の大綱 (07大綱)がついに決定されました。ベルリンの壁の崩壊から 6年

後の事でした。

07大綱

51大綱が採用した基盤的防衛力構想は、「軍事的脅威に直接対抗するのではなく、

自らが力の空白となって我が国周辺地域における不安定要因とならないよう必要最小

限度の防衛力を保有する」という考え方だと紹介されることもありますが、この表現は静

的なパワーバランスの考え方を端的に表しています。デタント時代を迎え、我が国の

世論は四次防までの防衛力整備に対してどこまで防衛力が大きくなるのか懸念を感じ

ていました。こうした時代の要請に応えて、国際関係が安定している中で目指すべき

防衛力の上限を示したのが 51大綱でした。ここで求められていたのは、防衛力の量の

適切性を説明する考え方でした。

これに対して、湾岸戦争や朝鮮半島危機への対応、阪神淡路大震災、あるいは地

下鉄サリン事件などに直面する中で策定された 07大綱に求められていたのは、防衛

力を整備するだけでなく自衛隊がこれらの多種多様な事態に対応して活動することで

した。このため、07大綱は今後の防衛力に求められる役割として「我が国の防衛」に加

えて「大規模災害など各種の事態への対応」と「より安定した安全保障環境の構築ヘ

の対応」を新たに明示しました。特に、国際社会の平和と安定にコミットする旨を宣言

したことは 07大綱の最大の特徴と言えます。この多国間主義の考え方と自ら国際的責

任を果たそうとする姿勢は、現在の「積極的平和主義Jの源流をなしていると言えます。

一方で、07大綱は防衛力の量を規定する概念としては基盤的防衛力構想を維持

しつつ、我が国に対する軍事的脅威がよリー層見えにくくなったのを踏まえて防衛力

全般をコンパクト化することとしました。また、東西対立が消滅し抑止構造そのものが根

本的に変化したことを受け、51大綱の「限定的かつ小規模な侵略」に独力で対処し得

る防衛力という概念は用いないこととされました。



日米同盟の緊密化

これに加えて、o7大綱は日米安保体制に関する記述も充実させました。51大綱は

防衛力整備を優先課題としており、作り上げた防衛力をどう動かすか、その際に米軍

とどう協力すべきかといった議論は未成熟でした。51大綱策定から2年後の 1978年

(昭和 53年 )に 日米間で合意された「日米防衛協力のための指針」(いわゆるガイドラ

イン)は、それまで曖味だった自衛隊と米軍との共同対処の基本的な在り方、役割分

担の考え方などを示した画期的な文書でした。ただ、51大綱をそのまま踏襲して「限

定的かつ小規模な侵攻には 日本が独力で対処する」とした上、朝鮮半島有事を含む

いわゆる日米安保条約 6条事態に関してほとんど触れていないなど実戦的な視点に

乏しかったことは否定できません。

これに対して 07大綱は、ポスト冷戦期における日米安保体制の役割を再確認し、

その信頼性向上を図るための諸施策を明示しました。北朝鮮による第一次核危機は、

日米同盟が我が国の安全確保と周辺地域の平和と安定の維持に重要な役割を果た

していることを改めて示しました。また、大綱策定直前に日米間で大きな問題となった

沖縄基地問題は、両国政府を揺さぶりました。このような状況を受けて 07大綱は、日

米間の情報協力や政策協議の充実、運用面の協力態勢の構築、装備・技術交流の

充実に加え、在 日米軍駐留関係施策の実施などが重要である旨を強調しました。

07大綱が日米同盟の重要性を再確認したことは両国間の政策協議を促進させるこ

ととなり、翌 1996年 (平成 8年 )4月 に普天間返還合意、日米物品役務相互提供協定

(ACSA)へ の署名、日米安全保障共同宣言の発出という一連の大きな成果を生みま

した。こうした日米同盟の緊密化の努力は 1997年 (平成 9年)9月 の日米ガイドライン

の改定につながり、いわゆる周辺事態における自衛隊の米軍に対する各種の支援を

中心として日米共同対処の要領が具体化されることとなりました。

混乱から生み出された新たな方向性

冷戦終結の前後には立て続けに様々な事案が生じ、日本政府も防衛庁も混乱し、

対応に苦慮しました。その混乱の中から、国際社会に対する能動的な貢献として国際

平和協力法が制定され自衛隊の PKO参加が始まるとともに、そうした動きをも取り込

んだ形で 07大綱が策定されました。さらに、これらと並行して発生した朝鮮半島危機

や沖縄基地問題の盛り上がりは日米間の率直な議論を促し、同盟の緊密化につなが

りました。これらは時間のかかるプロセスでした。実際、ベルリンの壁の崩壊から 07大

綱策定まで 6年、日米安保共同宣言の合意まで 7年を要しました。一見すると鈍感な

対応に思えるかも知れませんが、国の防衛は大型トラックの運転のようなものです。砂

嵐の中でカーブに差し掛かつたら、速度を緩め、砂埃が収まるのも待ちながら四囲の

状況をよく見極めて、ゆっくリハンドルを切らなければなりません。国の安全を全うする

ためには、拙速を避け慎重に対応しなければならないということだと思います。



尊敬する大先輩のこと

ところで、私自身も51大綱の見直しという形で砂塵の中でハンドルを切る作業に携

わつた訳ですが、自分がもしそれまでの実務経験だけに囚われて考えていたとしたら、
「能動性」や「対話」といつた問題意識にはおそらくたどり着けなかっただろうと思いま

す。防衛力整備にしろ法令解釈にしろ、一人前にこなすこと自体が大仕事で、それ以

上を求めて勉強するのは簡単ではありません。しかし、情勢の大転換や業務の大改革

といつた課題に対応するためには、実務を超えた広く柔軟な発想が不可欠です。その

点を自然に奨励し、うまくリードされたのが私の尊敬する大先輩でした。

年次的には私より20年も上の方でしたが、ブレーンストーミングを好まれ、自らも積

極的に議論に参加して常に若手職員を挑発し、事務次官になられた後も多くの研究

課題を提起して庁内の議論の活性化に努められました。我々中堅。若手職員は、大い

にそれに刺激されました。普段は優しい茶目つ気に富んだ方でしたが、仕事に臨まれ

る姿勢は極めて真剣で、ミサイル防衛の進め方については先に述べた通り厳しく喝を

入れられました。

その先輩がまだ局長であられた頃、議論の最中にポツリと「(51)大綱つて予定調和

的なんだよな」と漏らされたことがありました。最初それを聞いた時には、「脱脅威Jの考

え方と「限定小規模独力対処Jとの整合性を指摘しておられるのだろうと理解しました。

しかし、その後ずいぶん経つてから、51大綱の論理が精緻過ぎること、現実の国際情

勢は複雑で不透明・不確実なものであること、複雑な現実をわかりやすいモデルに無

理に当てはめて予定調和的に理解するのは適切ではないことなどをおつしゃりたかつ

たのではないかと思い当たりました。見直し作業が成就した暁には本人に確かめたい

と思っていたのですが、残念ながらその機会は巡つて来ませんでした。次官在任中に

体調を崩され、07大綱策定を見届ける前に退官を余儀なくされ、直後に急逝してしま

われたのです。官房審議官をお務めの頃からお仕えし、仕事の面でも人間的な面で

も心底尊敬していた方だつたので、亡くなられたことが信じられず、弔間に駆けつけた

病院では悲しくて涙が止まりませんでした。

既に冷戦終結から 30年以上が経過し、その間に国際構造はさらに変化しました。

次回は、911同 時多発テロヘの対応に関する経験と所感を紹介したいと思います。


